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季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

予
防
接
種
の
お
知
ら
せ

◆
昭
和
19
年
10
月
16
日
以
前
に
生

ま
れ
た
方

千
円
の
自
己
負
担
金
で
、
保
健

セ
ン
タ
ー
か
ら
郵
送
し
た
予
診
票

に
記
載
さ
れ
た
医
療
機
関
で
接
種

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◆
市
民
税
非
課
税
世
帯
ま
た
は
生

活
保
護
世
帯
の
方

季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
を
う
け
た
場
合
、
接
種
費
用

の
う
ち
千
円
を
助
成
し
ま
す
。

申
請
期
限　
平
成
22
年
1
月
29
日

㈮
申
請
場
所　
保
健
セ
ン
タ
ー
、東
・

形
原
・
西
浦
出
張
所

持
ち
物

・
医
療
機
関
発
行
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
予
防
接
種
領
収
書

・
印
鑑

・
本
人
名
義
の
金
融
機
関
の
通
帳

（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
は
除
く
）

福
祉
課
1
66
◆

1
1
0
6

聞
こ
え
と
言
葉
に
心
配
の

あ
る
乳
幼
児
の
教
育
相
談

と　
き　
毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
9
時
〜
午
後
3
時
30
分

と
こ
ろ　
県
立
豊
橋
聾
学
校

対
象
児　
聴
覚
障
害
乳
幼
児

内　
容

・
聴
力
に
つ
い
て
の
測
定

・
言
葉
の
育
て
方
に
つ
い
て

・
人
工
内
耳
、
補
聴
器
に
つ
い
て

問
合
先　
県
立
豊
橋
聾
学
校
教
育

相
談
担
当（
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２
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０
４
９ 

FAX 

０
５
３
２
◆

47
◆

７
５
４
５
）

行
政
課
1
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ご
存
じ
で
す
か
？
裁
判
員
制
度

〜
裁
判
員
候
補
者
に
選

ば
れ
た
ら
ご
協
力
を
〜

裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
み
な

さ
ん
に
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判

に
参
加
し
て
も
ら
い
、
被
告
人
が

有
罪
か
ど
う
か
、
有
罪
の
場
合
ど

の
よ
う
な
刑
に
す
る
か
を
裁
判
官

と
一
緒
に
決
め
て
も
ら
う
制
度
で
す
。

市
町
村
で
は
、
選
挙
人
名
簿
か

ら
無
作
為
の
く
じ
に
よ
り
候
補
者

予
定
者
を
選
出
し
、
選
ば
れ
た
方

を
地
方
裁
判
所
に
報
告
し
ま
す
。

12
月
頃
に
は
、
地
方
裁
判
所
か

ら
裁
判
員
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ

れ
た
こ
と
の
通
知
と
調
査
票
が
送

付
さ
れ
ま
す
。（
こ
の
段
階
で
は

す
ぐ
に
裁
判
所
へ
行
く
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。）

そ
の
後
、
裁
判
員
制
度
が
適
用

さ
れ
る
事
件
ご
と
に
、
裁
判
員
候

補
者
名
簿
の
中
か
ら
く
じ
で
裁
判

員
候
補
者
が
選
ば
れ
、
選
ば
れ
た

方
に
質
問
票
と
裁
判
所
に
出
向
く

日
時
な
ど
が
通
知
さ
れ
ま
す
。

裁
判
員
候
補
者
に
選
ば
れ
た
と

き
に
は
、
ぜ
ひ
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
先　
名
古
屋
地
方
裁
判
所
事

務
局
総
務
課
広
報
係　
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行
政
課
1
66
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1
1
5
5

ご
存
じ
で
す
か
？
検
察
審
査
会

〜
検
察
審
査
員
に
選
ば

れ
た
ら
ご
協
力
を
〜

検
察
審
査
会
は
、
検
察
官
が
被

疑
者
を
裁
判
に
か
け
な
か
っ
た
こ

と
の
善
し
あ
し
を
審
査
す
る
と
こ

ろ
で
、
選
挙
権
を
有
す
る
方
の
中

か
ら
選
ば
れ
た
11
人
の
検
察
審
査

員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
。

市
で
は
、
検
察
審
査
員
の
選
定

の
た
め
、
前
も
っ
て
選
挙
人
名
簿

を
も
と
に
し
て
公
平
な「
く
じ
」

で
検
察
審
査
員
候
補
者
を
選
び
ま

す
。も

し
、
あ
な
た
が
検
察
審
査
員

候
補
者
や
審
査
員
に
選
ば
れ
た
と

き
に
は
、
ぜ
ひ
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

問
合
先　
豊
橋
検
察
審
査
会
事

務
局（
豊
橋
市
大
国
町
110
番
地

名
古
屋
地
方
裁
判
所
豊
橋
支
部

内 
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女性特有のがん検診のお知らせ

乳がん・子宮がん（頚部）検診が
無料で受けられます

　一定の年齢に達した女性を対象に、女性
特有のがん検診事業を行っています。この
機会に、ぜひ、受診しましょう。
　対象者は、平成21年6月30日現在市内在
住で、次の年齢に該当する方です。
◆子宮頸がん検診
　平成20年4月2日～平成21年4月1日の間
に、20歳・25歳・30歳・35歳・40歳になら
れた方
◆乳がん検診
　平成20年4月2日～平成21年4月1日の間
に、40歳・45歳・50歳・55歳・60歳になら
れた方
受診期限　平成22年3月31日（水）
※対象の方には、すでに無料検診受診票とク
ーポン券が送付してあります。該当する方
でまだ届いていない方は、保健センターま
でご連絡ください。

※対象以外の方で受診を希望される場合、2
年に1回は有料で受診できますので、お問
い合わせください。

健康推進課 ☎67◆1151


